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令和６年度岩手県意見表明等支援事業に関する企画提案審査要領 
 

この「企画提案審査要領」は、岩手県（以下「県」という。）が実施する「令和６年度岩手県意見表明等

支援事業」（以下「本事業」という。）に係る委託候補者を選定するために行う企画コンペの提案審査につ

いて、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 審査機関                                                    

 (１) 本事業に係る企画提案の審査は、別途設置する「令和６年度岩手県意見表明等支援事業企画提案

選定委員会（以下「委員会」という。）において行うものとする。 

(２) 委員会は、企画提案参加者（以下「参加者」という。）から提出された企画提案書等について、下

記４に定める審査基準に基づき審査を行うものとする。 

 

２ 審査方法                                                

 (１) 審査は、参加者から提出された企画提案書等に基づいて行う。 

(２) 審査委員は、企画提案書に基づき、個別の審査項目ごとに評価、評点を行い、上位３位まで順位

点（１位＝５点、２位＝３点、３位＝１点）を付し、それを委員会で合計した総得点により順位を

つけて県に報告する。 

(３) 参加者が１者のみであった場合、委員会において企画提案書等に基づく審査を行い、本事業を実

施するにふさわしいか否かを評価する。 

(４) 委員会は、提案内容の詳細の再確認を要すると認められるなど決定に至らなかった場合、後日、

再度審査を行い、順位等を決定する。 

(５) 委員会は、順位にかかわらず、いずれの企画提案も本事業を実施するにふさわしくないと認めら

れる場合には、その旨の評価を付して県に報告する。 

(６) 委員会は、順位等を決定するに当たり、本事業の執行に関しての意見を付すことができる。 

 

３ 審査結果の通知                                                

  審査結果については、各参加者に郵送により書面で通知する。 

 

４ 審査基準                                                

  別紙（次ページ）のとおり。 
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審査基準 
（ 審 査 項 目 、 審 査 の 観 点 及 び 配 点 ） 

 

審査項目 審査観点 配点 

１ 事業者の体制 【20】 

 

(1)法人の概要 
・ 事業内容、受託実績は本事業の受託者として適切と認められるか。 
・ 社会的養育を必要とする子どもに対して理解があり、人材確保も含
めて適切な業務遂行能力が認められるか。 

10 

(2)本委託事業の
実施体制 

・ 職員の配置等、提案内容を確実に履行できる体制か。 
・ 子ども支援に関する業務の対応実績があるか。 

10 

２ 業務実施方法 【30】 

 

(1)子どもの権利
擁護に関する理
解 

・ 子どもの権利擁護について十分な知識を有しているか。 10 

(2)意見表明支援
について 

・ 様々なコミュニケーション手段（活動も含む）によって子どもの意
見形成・意見表明に結びつける内容が企画されているか。 

10 

(3)普及・啓発 

・ 社会的養育の子ども向けに、年齢や発達段階、特徴に応じた意見表
明等支援事業の説明方法について企画されているか。 
・ 施設等職員に対する意見表明等支援事業の説明方法が企画されてい
るか。 

10 

３ 業務遂行関係 【30】 

 

(1)関係機関との
連携 

・ 関係機関等との連携体制及び連絡調整は適切に行われるか。 10 

(2)事業の年間ス
ケジュール 

・ 事業の実施にあたり、研修受講も含めて計画的で適切なスケジュー

ル構成か。 
10 

(3)個人情報保護 ・ 個人情報の取扱いについて、適正に管理が行われるか。 10 

４ 追加提案 【20】 

 

現状・課題分析 
・ 設定された課題に対する具体的な方策が示されているか。 
・ 目標/指標の設定は適切か。 

10 

独自企画提案 
・ 事業の実施にあたり、独自の工夫が提案されているか。 
・ 現状の課題分析を踏まえ、仕様書に記載されたもの以外に必要な取
組みが提案されているか。 

10 

 


